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◆２年間で約 2.3 倍に増加 

2008 年における「労働審判」の申立件数が 2,052

件となり、制度がスタートした 2006 年（877 件）

と比較すると約 2.3 倍に増えたそうです。今年につい

ては９月末時点で 2,553 件となり、すでに昨年の件数

を大幅に上回っています。 

◆労働審判の目的・手続き 

労働審判は、解雇や賃金の不払いなど、事業主と個々

の労働者との間の労働関係に関するトラブル（個別労

働紛争）について、その実情に即して「迅速」、「適正」、

「実効的」に解決することを目的としています。 

労働審判の手続きは、労働審判官（裁判官）１名と、

労働に関する専門知識・経験を有する労働審判員２名

で組織された労働審判委員会（計３名）が、原則とし

て３回以内の期日で審理を行い、適宜調停を試み、調

停による解決に至らない場合には、事案の実情に即し

た柔軟な解決を図るための労働審判を行う手続きで

す。 

この労働審判に対して当事者から異議の申立てがあ

った場合には、労働審判はその効力を失い、労働審判

事件は通常の訴訟に移行することになります。 

◆労働審判のメリット 

労働審判のメリットとしては、原則として３回以内

の審理で解決が図られるため、通常の訴訟よりも迅速

な紛争解決を図ることができる点が挙げられます。制

度スタート以降、申立てから審判終了までの平均日数

は「約 74 日」となっています。 

また、申立ての際に必要となる印紙代も通常の民事

訴訟の半額となっており、費用的なメリットも大きい

ため、労働者側からの申立てが多いようです。 
◆今後も増加傾向か？ 

昨年来の不況により、解雇、雇止め、派遣切りなど

をめぐる労使間のトラブルが増加していることが、労

働審判の申立件数の増加につながっていると考えら

れます。また、不況下において、今年１～６月にサー

ビス残業が急増していたとする民間企業の調査結果

などもあり、申立件数の増加傾向はしばらく続くもの

と考えられます。 

企業側としては、労使間のトラブルを生じさせない

ような取組み（適正な労務管理、就業規則・社内規程

の見直しなど）が、今後、より重要になってくるでし

ょう。 

職場で食事をとる人が増加傾向に 

◆オフィス内での飲食が増えている 

最近１年間で、出勤する日の昼食を「オフィス内

の自分の席でとる」と答えた人が 41％に上ること

が、民間企業の調査でわかりました。 

この調査は９月下旬にインターネットで実施さ

れ、首都圏・中部・近畿圏在住の企業の正社員らの

うち 20～59 歳の男女 1,000 人を対象としていま

す。 

◆「職場で間食や昼食」が増加 

この調査では、職場で食事をとる機会が増えたか

どうか尋ねたところ、「間食や昼食で増えた」という

「労働審判」の申立件数が増加しています！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

人が目立ちました。まず、朝食、昼食、夕食、間食、夜

食のそれぞれについて、出勤する日の摂取状況を尋ねた

うえで、それぞれについて「ほとんど食べない」と答え

た人を除き、最近１年間に職場でとる機会が増えたかど

うかを尋ねていいます。 

この結果、「増えた」が最も多かったのは「間食」の

19％で、この割合は「減った」（13％、他の選択肢は

「変わらない」「職場ではとらない」）より５ポイント以

上高い結果になりました。次いで多かったのは「昼食」

の 17％で、「減った」（5％）を 10 ポイント以上も上

回りました。 

◆昼食は自席で 

３食の食事については、出勤する日にどこで食べてい

るかという質問（複数回答）には、朝食や夕食はいずれ

も「自宅」が最多でしたが、昼食は「オフィス内の自分

の席」が最多で、次いで「街中の飲食店」（ファースト

フードや喫茶店などを含む）、「社員食堂」、「社員食堂以

外の職場のリフレッシュ空間」と続いています。 

また、出勤する日の昼食で最も利用が多い場所につい

ての質問については、「オフィス内の自分の席」が 31％

とトップで、最近１年間で昼食を職場でとる機会が「増

えた」人に限ると、「オフィス内の自分の席」と回答し

た人の割合は複数回答の場合で 49％、最も利用が多い

場所でも 37％といずれも高い割合となっています。 

◆不況の影響で「節約志向・効率重視」に 

職場で昼食をとる最大の理由で最も多かったのは「外

に食べに行くより食事代を節約できるから」（35％）で、

「時間を効率的に使えるから」（22％）が続いています。

節約ニーズと効率重視である職場での食事は、昨今の不

況が少なからず影響していることから、今後も増加傾向

にあると考えられます。 

◆「中小企業緊急雇用安定助成金」の変更内容 

「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給要件が次の

ように緩和されています。 

（１）助成金対象の拡大 

これまで、出向労働者を出向元に復帰させた後、６

カ月を経ずに再度出向させた場合には助成金の対象

外であったものが、対象とされました。これは、平成

22 年 11 月 29 日までの時限措置とされています。

（２）生産量要件の緩和 

生産量要件（従来は「売上高・生産量の最近３カ月

間の月平均値がその直前３カ月または前年同期に比

べ５％以上減少していること」）に、「売上高・生産量

の最近３カ月間の月平均値が前々年同期に比べ 10％

以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字であるこ

と」が加えられました。この要件は、対象期間の初日

が平成 21 年 12 月２日～平成 22 年 12 月１日の間

にあるものに限られます。 

◆「雇用保険法」の改正案 

厚生労働省は「雇用保険法」の改正原案をまとめ、

その内容を明らかにしました。来年の通常国会に改正

案を提出し、来年４月からの施行を目指すとしていま

すので、今後の動向に要注目です。 

（１）加入に必要な雇用見込み期間の短縮 

雇用保険への加入の際に必要とされる雇用見込み

期間について、現行の「６カ月以上」から「31 日以

上」に短縮するとしています。この適用拡大により、

新たに 255 万人が雇用保険の加入対象になると試算

されています。 

（２）雇用保険料率の引上げ 

労使折半とされている雇用保険料率について、現行

の「0.8％」から「1.2％」に引き上げるとしていま

す。 

（３）未加入扱いの遡及期間の延長 

保険料を納付したにもかかわらず手続上の問題によ

り未加入扱いとなった人の遡及期間について、現行の

「２年まで」から「２年超」とするとしています。 

中小企業緊急雇用安定助成金」の変更点、
「雇用保険法」の改正案 

◆民主政権で何が変わった？ 

民主政権に変わり、雇用関係に関しても様々な動き

があります。ここでは、中小企業にとって影響の大き

い「中小企業緊急雇用安定助成金」の変更点と「雇用

保険法」の改正案を取り上げます。 


